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“税務の職場”
何でも110番
zenkokuzei@aol.com

全
国
税
は
、
職
場
で
起
こ
っ
た

問
題
を
解
決
す
る
た
め
「
税
務

の
職
場
、
何
で
も
一
一
○
番
」

を
常
時
設
置
し
て
い
ま
す
（
電

話
と
Ｆ
Ａ
Ｘ
は
上
記
の
番
号
ま

で
ど
う
ぞ
）。

◇ 全国税ホームページ ◇
http://www.kokko-net.org/zenkokuzei

第 2051号 2016年 2月 25日

　
忖
度
（
そ
ん

た
く
）、
辞
書

に
は
「
他
人
の

気
持
ち
を
お
し

し
は
か
る
こ

と
」
と
あ
る
。

今
、
マ
ス
コ
ミ
業
界
で
は
、

「
自
制
と
同
義
語
だ
と
感
じ

ら
れ
て
い
る
の
で
は
」
と
思

う
の
は
私
だ
け
で
あ
ろ
う
か

▼
テ
レ
ビ
朝
日
、
Ｔ
Ｂ
Ｓ
、

N
H
K
と
立
て
続
け
に
看
板

番
組
の
キ
ャ
ス
タ
ー
や
コ
メ

ン
テ
ー
タ
ー
の
降
板
が
報
じ

ら
れ
て
い
る
。
自
民
党
は
昨

年
テ
レ
ビ
朝
日
と
N
H
K
の

幹
部
に
対
し
て
事
情
聴
取
を

行
っ
て
い
る
。
一
昨
年
衆
院

選
前
に
は
選
挙
報
道
で
「
公

正
中
立
」
を
求
め
る
文
書
を

出
し
て
い
る
▼
与
党
か
ら
の

「
公
正
中
立
」
は
「
政
権
批

判
は
す
る
な
」
と
い
う
意
味

を
持
つ
。
N
H
K
の
ニ
ュ
ー

ス
を
見
て
い
る
と
世
論
の
動

向
に
関
係
な
く
、
常
に
政
府

の
方
針
に
賛
成
の
意
見
を
先

に
し
て
い
る
。
世
論
の
動
向

に
沿
っ
て
後
先
も
決
め
る
べ

き
だ
。

〈
出
題
〉
九
段
　
西
村
一
義

中
級
ク
ラ
ス

〈
ヒ
ン
ト
〉馬
が
中
心
の
攻
め

で
す
。

（
　
分
で
三
段
）
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2016年国公労連統一要求書
１　賃金・昇格等の改善について
・国家公務員の賃金を月額平均20,000円（4.9％）
　以上（行政職（一））引き上げること。
２　非常勤職員の雇用の安定・処遇改善について
・非常勤職員制度を抜本的に見直し、雇用の安定、
　均等待遇などをはかる法制度を整備すること。
３　高齢期雇用・定年延長について
・雇用と年金の確実な接続をはかるため、定年年齢
　を段階的に65歳に引き上げること。
４　労働時間短縮、休暇制度など働くルールの確立
　について
・所定勤務時間を「１日７時間、週35時間」に短
　縮すること。
５　民主的公務員制度と労働基本権の確立について
・憲法28条の原則に立った基本的人権として、ILO
　勧告など国際基準にそった労働基本権の全面的な
　回復を実現すること。
６　男女平等・共同参画について
・雇用の全ステージにおける男女差別を禁止するこ
　と。
７　健康・安全確保、母性保護等について
・職員の健康・安全を確保するため、以下の対策を
　講じること。
ア　労使協議で超勤規制、夜勤制限、勤務時間帯等
の実効ある基準を策定すること。
イ　心の健康づくり対策を充実・強化すること。
ウ　パワーハラスメントに対する指針を策定し、具
　体的な対策を講じること。
エ　行政対象暴力に対する安全対策を確保するこ
　と。
８　東日本大震災､東京電力福島第一原発事故に伴
　う労働条件改善について
・被災地に勤務するため、遠距離通勤を強いられて
　いる職員に対し、通勤緩和措置を講ずること。
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確定申告期突入
超勤規制を確実に！

春闘統一要求書提出
　全国税は、２月１７日に国公労連の統一要求に基づ
き、「２０１６年春闘統一要求書」を長官あてに提出すると
ともに、各級機関で所属長に提出しています。
　大幅賃上げをはじめとする労働条件の改善を求めま
す。（以下抜粋）

名
古
屋
４
署
合
同
会
場

　
名
古
屋
駅
か
ら
徒
歩
３
分

の
「
ウ
イ
ン
ク
愛
知
」
６
階

に
会
場
。

　
２
月
　
日
の
設
置
初
日
に

１２

は
、
会
場
前
に
待
ち
人
数
と

時
間
の
表
示
が
あ
り
、
入
っ

て
す
ぐ
提
出
ボ
ッ
ク
ス
。
会

場
入
口
で
セ
ル
フ
Ｐ
Ｃ
、
ア

シ
ス
ト
Ｐ
Ｃ
、
収
支
等
作
成

に
ラ
イ
ン
分
け
し
、
番
号
札

を
も
ら
い
待
合
い
ス
ペ
ー
ス

へ
。
　
　
時
　
分
、
セ
ル
フ
Ｐ
Ｃ

１0

50

呼
出
　
番
（
待
ち
１
人
）
ア

８０

シ
ス
ト
Ｐ
Ｃ
呼
出
３
１
０
番

　
会
場
全
体
は
体
育
館
の
よ

う
に
広
く
、
待
合
い
に
は
椅

子
が
2
0
0
席
以
上
配
置
、

座
っ
て
待
て
る
事
と
申
告
会

（
待
１
７
７
人
）収
支
等
作
成

呼
出
６
５
９
番
（
待
　
人
）

３８

で
し
た
が
、
午
後
１
時
　
分
３０

頃
は
写
真
の
と
お
り
。

場
案
内
に
緊
急

避
難
経
路
図
が

印
刷
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
参
考

に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
申
告

内
容
整
理
表
兼

添
付
用
台
紙
も

渡
さ
れ
入
力
の

時
間
短
縮
を
は

か
る
意
図
が
見

ら
れ
ま
し
た

が
、
一
時
間
に

　
人
さ
ば
け
る
と
し
て
、
昼

50休
み
は
人
手
が
少
な
く
な
る

た
め
三
時
間
待
ち
。

大
阪
局
還
付
申
告
セ
ン
タ
ー

　
会
場
は
北
新
地
駅
の
通
路

に
設
営
さ
れ
て
い
て
、
フ
ェ

ン
ス
に
さ
え
ぎ
ら
れ
て
い
る

こ
と
も
あ
り
入
り
口
が
わ
か

り
づ
ら
い
印
象
。

　
広
域
還
付
会
場
な
の
で
、

最
初
に
非
常
勤
職
員
が
「
ど

ち
ら
に
お
住
ま
い
で
す
か
」

と
、
署
ご
と
に
振
り
分
け
。

　
事
前
コ
ー
ナ
ー
も
Ｐ
Ｃ

コ
ー
ナ
ー
も
職
員
が
少
な

く
、
２
月
　
日
の
会
場
内
は
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ご
っ
た
返
し
て
い
ま
し
た
。

特
に
印
刷
コ
ー
ナ
ー
の
混
雑

が
ひ
ど
く
、
長
蛇
の
列
。

　
先
週
は
３
時
間
待
ち
の
日

が
あ
っ
た
そ
う
で
、
大
阪
局

の
納
税
者
切
り
捨
て
を
実

感
。

超
勤
の
規
制
を

北
海
道
地
連
か
ら

　
毎
年
だ
が
、
す
で
に
今
年

1
月
か
ら
連
日
か
つ
長
時
間

超
勤
の
実
態
が
あ
る
。

　
札
幌
南
は
　
時
ま
で
電
気

10

が
つ
い
て
お
り
、
連
日
９
時

過
ぎ
だ
っ
た
。
札
幌
西
も
　10

時
に
明
か
り
が
消
え
た
。
室

蘭
で
も
連
日
9
時
過
ぎ
だ
。

東
京
地
連
か
ら

　
昨
年
1
月
か
ら
4
月
ま
で

の
税
務
署
の
鍵
開
閉
記
録
を

情
報
開
示
請
求
で
入
手
し
分

　
１
月
か
ら
す
で
に
申
告
に
訪
れ
る
納
税
者
が
多
く
、
各
署
と
も
繁
忙
期
に
突
入
。

　
今
年
は
各
局
と
も
会
場
後
倒
し
と
ス
リ
ム
化
の
影
響
か
ら
、
会
場
設
営
が
さ
れ
て

い
る
局
署
で
は
、
す
で
に
混
雑
し
て
い
る
状
況
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
2
月
　
日
以
降
は
来
署
者
も
増
え
、
連
日
立
ち
っ
ぱ
な
し
の
相
談
体
制
、
長
時
間
超
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勤
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
、
長
官
に
是
正
を
求
め
ま
す
。

析
し
ま
し

た
（
7
署

を
除
く
　77

署
）。
1

月
か
ら
4

月
は
確
定

申
告
事
務

が
入
る
た

め
、
申
告

件
数
の
多

い
所
が

ワ
ー
ス
ト

順
位
を
上

げ
る
傾
向

が
顕
著
に

出
ま
し
た
。

　「
午
後
　
時
10

以
降
」
で
見
る

と
、
こ
れ
ら
の

署
で
は
、
確
申

事
務
開
始
で
突

然
長
時
間
労
働

が
始
ま
り
、
し

か
も
4
月
ま
で

の
長
い
期
間
過
酷
な
労
働
が

続
い
た
実
態
が
う
か
が
え
ま

す
。
　
局
署
幹
部
が
状
況
を
見
て

す
ぐ
対
策
を
打
た
な
い
限
り

「
ブ
ラ
ッ
ク
官
庁
」化
は
止
め

ら
れ
ま
せ
ん
。

　
　
◇
　
　
◇
　
　
◇

　
昨
年
の
申
告
相
談
か
ら
、

庁
当
局
は
相
談
体
制
を
大
き

く
変
更
し
て
い
ま
す
。

　
特
に
大
阪
局
で
は
、
納
税

者
を
多
少
待
た
せ
た
ま
ま
で

よ
い
。
従
来
の
よ
う
な
、
必

要
以
上
の
手
厚
い
対
応
は
せ

ず
に
、
納
税
者
の
事
情
や
意

向
を
踏
ま
え
た
適
切
な
対
応

を
、
必
要
最
小
限
の
相
談
担

当
者
で
の
対
応
に
よ
っ
て
行

う
。
し
か
し
、
ト
ラ
ブ
ル

は
、
避
け
る
よ
う
に
と
指
示

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
一
方
で
、
確
申
前
の
応
接

研
修
で
は
「
納
税
者
を
　
分
15

以
上
待
た
せ
て
は
い
け
ま
せ

ん
」と
指
導
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
待
ち
時
間
や
、
Ｐ
Ｃ
の
操

作
時
間
が
長
く
な
れ
ば
、
納

税
者
の
怒
り
を
買
う
の
は
必

１月26日午後21時38分／札幌南署

至
と
な
り
ま
す
。

　
現
場
の
受
付
担
当
者
、
相

談
担
当
者
が
被
害
者
と
な
り

納
税
者
か
ら
の
苦
情
を
一
手

に
引
き
受
け
る
こ
と
と
な
り

か
ね
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
内
部
事
務
担
当
者

に
対
し
て
も
、
期
中
で
の
更

正
の
請
求
等
の
処
理
の
前
倒

し
、
処
理
促
進
が
指
示
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
れ
を
や
り
き

る
に
は
労
働
密
度
は
上
が

り
、
当
然
超
勤
も
増
加
し
ま

す
。
　
し
か
し
、
当
局
は
「
超
勤

の
縮
減
」
を
命
題
と
し
て
掲

げ
て
お
り
、
こ
ち
ら
も
２
枚

舌
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
大
幅
な
超
勤
規
制
を
求
め

て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

ウ
イ
ン
ク
愛
知
の
　
時
　
分
頃
の
掲
示
板
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３０

午後10時以降施錠署のワースト10
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ミ
ス
と
悪
意
を
混
同
せ
ず

に【
近
畿
地
連
紙
】

全
国
税
き
ん
き

　
局
交
渉
よ
り

　
照
会
文
書
発
送
の
事
務

処
理
手
順
が
変
更
さ
れ
現

場
の
負
担
が
増
加
し
て
い

ま
す
。
ど
ん
な
に
厳
格
化

し
て
も
ミ
ス
は
ゼ
ロ
に
は

な
ら
な
い
し
、
逆
に
今
程

度
の
厳
格
化
で
は
悪
意
に

対
し
て
は
依
然
と
し
て
脆

弱
で
す
。
ど
こ
ま
で
が
適

当
か
、
責
任
転
嫁
で
は
な

く
合
理
的
な
判
断
が
必
要

で
す
。
過
剰
な
チ
ェ
ッ
ク

よ
り
不
適
切
事
例
を
検

証
・
共
有
す
る
こ
と
も
大

切
で
す
。

仕
事
は
年
々
大
量
高
密
度

に
一
方
職
員
は
増
え
な
い

【
兵
庫
県
支
部
紙
・
兵
庫
】

　
申
告
者
数
（
法
人
・
所

得
・
消
費
）
で
見
ま
す
と

平
成
元
年
の
二
千
百
十
一

万
件
が
平
成
　
年
に
二
千

21

九
百
九
十
五
万
件
と
ほ
ぼ

四
割
増
。
一
方
、
職
員
数

は
、
こ
の
間
若
干
の
増
減

は
あ
り
ま
し
た
が
現
在
五

万
六
千
人
と
、
遥
か
昔
の

五
万
人
体
制
か
ら
あ
ま
り

変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　「
年
々
忙
し
く
な
っ
て

い
る
よ
う
な
感
じ
が
す

る
」
の
は
け
っ
し
て
的
外

れ
で
は
な
い
の
で
す
。

様
々
な
、
肉
体
的
限
界

　
現
在
の
技
術
力
を
も
っ

て
す
れ
ば
、
指
の
先
に
の

る
ほ
ど
の
大
き
さ
の
電
卓

を
作
る
こ
と
も
可
能
で
す

が
、
そ
ん
な
も
の
は
だ
れ
も

欲
し
が
り
ま
せ
ん
。
電
卓

は
、
人
間
が
そ
の
指
で
た
た

い
て
使
え
な
け
れ
ば
、
意
味

が
な
い
し
そ
ん
な
こ
と
は
わ

か
り
き
っ
た
こ
と
な
の
で
話

に
も
な
ら
な
い
の
で
す
が
、

同
じ
人
間
の
体
で
も
脳
の
限

界
に
つ
い
て
は
見
落
と
さ
れ

が
ち
で
す
。

　
実
験
で
も
過
重
な
ス
ト
レ

ス
が
身
体
を
蝕
む
こ
と
は
誰

で
も
知
っ
て
い
る
こ
と
で
す

が
、
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
笑
顔
を

作
っ
て
踏
ん
張
っ
て
い
る
こ

と
は
な
か
な
か
他
の
人
に
は

わ
か
り
ま
せ
ん
。
限
界
を
超

え
て
初
め
て
ほ
か
の
人
に
そ

の
人
の
限
界
が
分
か
る
こ
と

が
多
い
の
で
す
。

脳
の
酷
使
に
は
、
当
然
、 

　
　
　
　
　
結
果
が
伴
う

　
心
の
病
に
苦
し
む
職
員
が

多
く
な
り
ま
し
た
。
以
前

は
、
心
優
し
い
人
は
、
ス
ト

レ
ス
耐
性
が
低
い
か
ら
そ
う

な
り
や
す
い
の
だ
と
言
わ
れ

て
い
ま
し
た
が
、
組
織
の
中

で
こ
れ
だ
け
多
く
見
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
、
年
々
増
え
続

け
て
い
る
と
い
う
こ
と
は

単
に
個
々
の
職
員
の
能
力

が
ど
う
の
こ
う
の
と
い
う

よ
り
も
、　
現
在
の
仕
事

の
量
や
質
自
体
に
問
題
が

あ
る（
限
界
に
来
て
い
る
）

と
考
え
て
間
違
い
な
い
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

即
刻
決
定
取
り
や
め
を
 

7
割
以
上
が
未
定
・
希
望

せ
ず

【
北
海
道
地
連
紙
・
全
国
税

北
海
道
】

　
本
来
任
意
で
あ
る
個
人

番
号
カ
ー
ド
収
得
、
し
か

も
利
用
範
囲
を
逸
脱
し
、

全
職
員
に
業
務
命
令
の
も

と
で
強
制
的
に
取
得
さ
せ

る
な
ど
、
尋
常
な
手
法
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
政
府
調
査
で
も
、
回
答

者
の
七
割
以
上
の
人
が
個

人
番
号
カ
ー
ド
の
取
得
は

未
定
、
希
望
し
な
い
と
し

て
い
ま
す
。　

　
即
刻
、
閣
議
決
定
は
取

り
や
め
る
べ
き
で
す
。

　〈
解
答
〉

　〈
解
説
〉

公
正
で
明
朗
な
人
事

　
の
確
立
に
つ
い
て

全
国
税
　
配
転
に
当
た
っ
て

は
、
本
人
の
希
望
に
沿
っ
た

配
転
を
実
現
す
る
こ
と
。

　
具
体
的
に
は
、
次
の
要
求

に
つ
い
て
実
現
し
て
も
ら
い

た
い
。
①
子
育
て
・
親
の
介

護
を
要
す
る
職
員
の
希
望
を

最
大
限
尊
重
す
る
こ
と
。
②

経
済
面
を
最
大
限
尊
重
し
、

と
り
わ
け
、
異
動
保
障
へ
の

配
慮
や
通
勤
費
の
持
ち
出
し

を
な
く
す
よ
う
手
当
て
す
る

こ
と
。
③
遠
距
離
通
勤
、
単

身
赴
任
を
解
消
す
る
こ
と
。

当
局
　
①
②
配
転
に
つ
い
て

も
、
人
事
の
基
本
的
な
考
え

に
基
づ
い
て
行
っ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
公
務
の
要

請
の
許
さ
れ
る
限
り
、
身
上

申
告
書
の
記
載
内
容
を
尊
重

し
配
慮
し
て
い
る
。
ま
た
、

身
上
を
的
確
に
把
握
し
、

行
っ
て
い
る
も
の
と
承
知
し

て
い
る
。

　
旅
費
等
に
つ
い
て
は
制
度

官
庁
に
必
要
な
要
望
を
行
っ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

③
必
要
最
小
限
に
留
め
る
指

示
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は

あ
る
が
、
所
在
地
と
住
所
地

が
乖
離
し
、
点
在
し
て
い
る

よ
う
な
地
方
に
お
い
て
全
て

を
な
く
す
こ
と
が
困
難
で
あ

る
こ
と
を
理
解
し
て
も
ら
い

た
い
。　

全
国
税
　
と
り
わ
け
子
育
て

支
援
の
観
点
か
ら
の
配
慮
が

必
要
と
考
え
る
が
、
ど
う

か
。

当
局
　
い
ず
れ
に
し
て
も
、

希
望
に
基
づ
い
て
配
慮
を

行
っ
て
い
く
。

組
合
差
別

全
国
税
　
全
国
税
組
合
員
に

対
す
る
人
事
差
別
を
根
絶
す

る
こ
と
。
差
別
解
消
の
証
と

令
す
る
こ
と
。

事
務
運
営
に
つ
い
て

【
調
査
事
務
】

全
国
税
　
調
査
件
数
増
加
や

実
調
率
向
上
で
ノ
ル
マ
主

義
・
し
り
た
た
き
・
労
働
強

化
を
し
な
い
こ
と
。
ま
た
、

調
査
事
務
量
の
確
保
の
た

め
、
確
申
期
や
異
動
時
期
の

調
査
実
施
を
強
要
し
な
い
こ

と
。

当
局
　
調
査
関
係
事
務
は
、

限
ら
れ
た
事
務
量
の
中
で
、

効
果
的
・
効
率
的
に
行
う
よ

う
、
ま
た
、
実
施
に
当
た
っ

て
も
過
重
な
負
担
と
な
ら
な

い
よ
う
弾
力
的
に
行
う
よ
う

指
示
し
て
い
る
。
確
定
申
告

期
に
限
ら
ず
、
無
理
の
な
い

よ
う
指
示
し
て
い
る
が
、
可

能
な
限
り
調
査
事
務
量
は
確

保
し
て
い
き
た
い
。

全
国
税
　
全
国
で
は
、
４
月

１
日
に
調
査
着
手
す
る
よ
う

指
示
が
出
て
い
る
。
そ
の
た

め
に
は
、
確
定
申
告
の
入
力

期
限
前
に
調
査
の
予
約
を
入

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
確

定
申
告
事
務
の
滞
留
等
に
対

処
で
き
な
い
で
は
な
い
か
。

当
局
　
必
要
な
内
部
事
務
を

織
り
込
ん
で
事
務
計
画
は
策

定
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
。

全
国
税
　
４
～
６
月
は
、
事

後
処
理
理
・
内
部
事
務
を
優

先
さ
せ
よ
。
そ
れ
が
、
そ
の

後
の
調
査
事
務
を
ス
ム
ー
ズ

に
進
め
る
こ
と
に
つ
な
が

る
。

【
徴
収
事
務
】

全
国
税
　
換
価
の
猶
予
や
消

費
税
増
税
に
よ
る
事
務
負
担

増
加
に
見
合
う
、
実
員
を
増

や
す
体
制
を
と
る
こ
と
。

当
局
　
限
ら
れ
た
定
員
の
中

で
適
正
な
配
置
に
努
め
て
い

る
。

全
国
税
　
猶
予
申
請
の
処
理

が
間
に
合
わ
ず
、
未
処
理
事

案
が
滞
留
し
て
い
る
。
対
策

を
と
る
べ
き
だ
。

当
局
　
局
か
ら
の
応
援
、
催

告
セ
ン
タ
ー
で
の
履
行
監
視

な
ど
を
行
っ
て
い
る
。

全
国
税
　
消
費
税
滞
納
が
大

幅
に
増
加
し
て
い
る
。
例
え

ば
関
信
局
の
　
月
末
現
在
の
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新
規
滞
納
発
生
は
、
前
年
の

約
１
・
６
倍
に
な
っ
て
い
る
。

現
在
の
人
員
や
職
員
構
成
で

は
限
界
に
き
て
い
る
。
特
に

署
で
は
、
中
堅
層
職
員
が
不

足
し
て
い
る
。

【
集
中
化
・
広
域
化
】

全
国
税
　
内
部
事
務
・
徴
収

事
務
の
集
中
化
や
広
域
化
は

納
税
者
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
や

労
働
強
化
を
招
く
た
め
や
め

る
こ
と
。

当
局
　
税
務
行
政
を
取
り
巻

く
環
境
が
変
化
す
る
中
、
適

正
・
公
平
な
課
税
・
徴
収
の

実
現
に
向
け
て
、
各
局
・
署

の
実
情
を
ふ
ま
え
な
が
ら
試

行
を
行
っ
て
い
る
。
効
率

化
・
高
度
化
を
図
っ
て
行
く

こ
と
が
課
題
で
あ
り
、
そ
の

た
め
試
行
を
行
っ
て
い
る
。

全
国
税
　
各
局
で
は
ま
る
で

競
い
あ
う
か
の
よ
う
に
、
集

中
化
や
広
域
化
が
お
こ
な
わ

れ
、
職
員
の
労
働
強
化
な
っ

て
い
る
。

　
職
員
の
労
働
強
化
に
な
っ

   ２０１６年度税制改正大綱について（談話）
　　　　　　　　　　全国税税研推進委員会

　２０１６年度税制改正大綱は、
２０１５年12月24日に閣議決定さ
れました。２０１６年度の税制改正
大綱の特徴は、法人税減税と消
費税改革にあります。
　法人税減税については、法人
税の実効税率を20％台に下げる
というものです。租税特別措置法の改定で若干は課税
ベースが広がりましたが、減税の財源は外形標準課税
の拡大などで、実効税率の引き下げの減収分を補って
います。高い収益を上げる大企業には、担税力に応じ
た税負担を求めるべきです。
　消費税改革については、１９８９年に消費税が導入され
て以来、最大の改正になっています。複数税率の導入
に伴い、適格請求書（いわゆるインボイス）を導入する
とされています。仕入税額控除について、今までの帳
簿保存方式から大きく変わります。適格請求書の制度
は２０２１年４月１日からとなりますが、影響の大きさは
計り知れません。消費税は逆進性の強い税制で、生活
必需品を軽減税率の対象としても、恩恵は高額所得者
のほうが大きく、税率を軽減しても効果は限定的です。
消費税は廃止すべきです。
　税負担のあり方は、憲法で定められた基本的人権の
保障すなわち最低生活費非課税の原則や、勤労所得軽
課、不労所得重課、累進的な税負担が原則です。真に国
民のためになる税制に改めるべきです。

餌

影

営

映
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嬰
嬰
嬰
嬰
嬰
嬰
嬰
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嬰
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嬰
嬰
嬰
嬰

て
い
る
試
行
は
是
正
せ
よ
。

ま
た
、
試
行
の
状
況
、
結
果

は
職
員
に
明
ら
か
に
す
べ
き

だ
。

当
局
　
試
行
の
状
況
を
検
証

し
た
う
え
で
、
効
果
や
課
題

を
把
握
、
今
後
の
事
務
運
営

に
配
意
し
て
い
く
。　

全
国
税
　
各
局
の
試
行
に
つ

い
て
、
国
税
庁
が
検
証
す
る

の
か
。

当
局
　
庁
と
し
て
の
施
策
は

検
証
す
る
。
ど
の
部
分
は
責

任
あ
る
当
局
が
や
る
の
か
、

ま
た
、
ど
の
部
分
は
オ
ー
プ

ン
に
し
て
い
く
の
か
、
検
討

し
て
い
く
。
試
行
に
従
事
し

た
職
員
の
意
見
は
聞
い
て
い

く
。
建
設
的
な
意
見
が
あ
っ

た
ら
言
っ
て
も
ら
い
た
い
。

全
国
税
　
職
員
は
こ
の
　
年
10

で
２
４
０
０
人
減
っ
た
。
一

番
避
け
る
べ
き
は
職
員
の
労

働
強
化
だ
。
我
々
も
こ
の
試

行
に
つ
い
て
は
注
視
し
て
い

く
。
当
局
も
状
況
、
結
果
を

明
ら
か
に
せ
よ
。

し
て
、
６
級
ポ
ス
ト
、
５
級
、

４
級
昇
格
で
残
さ
れ
て
い
る

全
国
税
組
合
員
を
発
令
す
る

こ
と
。
と
り
わ
け
、
３
級
の

ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
山
道
執

行
委
員
を
４
級
に
発
令
す
る

こ
と
。

当
局
　
個
別
の
人
事
に
は
答

え
ら
れ
な
い
が
、
人
事
は
、

公
務
の
要
請
に
基
づ
き
、
適

材
適
所
で
行
政
効
率
を
最
大

限
に
発
揮
で
き
る
よ
う
、
職

員
個
々
の
適
性
、
能
力
、
勤

務
実
績
等
か
ら
総
合
勘
案
し

て
行
っ
て
い
る
。
所
属
職
員

団
体
に
よ
っ
て
差
別
は
し
て

い
な
い
。
特
定
の
組
合
を
人

事
上
考
慮
す
る
こ
と
は
し
て

い
な
い
。

全
国
税
　
当
局
が
差
別
人
事

を
認
め
な
い
限
り
、
こ
れ
か

ら
も
追
及
し
て
い
く
。

　
６
級
ポ
ス
ト
に
発
令
さ
れ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
６
級

未
発
令
の
者
に
対
し
昇
格
発

林登美夫税研推進委員会委員長

第３回
長 官
団 交
続 報

　
１
月
　
日
に
行
わ
れ
た
全
国
税
と
中
原
長
官
と
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の
第
３
回
交
渉
で
前
号
に
掲
載
で
き
な
か
っ
た
部

分
を
続
報
で
掲
載
し
ま
す
。

姶 逢娃娃娃娃娃

姶逢 娃娃娃娃娃娃

６級ポスト発令
　【東北地連】　羽賀　正之（黒石）普37期
　桂山　千代典（仙台北）普38期
　【東京地連】　蔵原　保一（四谷）　専20期
　原野　秀樹（豊島）普38期／野間　和彦（荻窪）普42期
　高橋　誠（芝）普41期／山本　隆（荒川）普44期
　【関信地連】　熊倉　裕司（川越）普35期
　高橋　浩司（浦和）専15期／林　登美夫（高崎）普44期
　【北陸地連】　羽柴　哲司（富山）専15期
　【近畿地連】　稗田　慶三（兵庫）普37期
　山内　謙二（富田林）普38期
　長谷川　健（八尾）普42期
５級昇格発令
　【北海道地連】　長沼　敦志（帯広）普49期
　【東北地連】　塩谷　亮　（福島）　農 4期
　【東京地連】　西村　幸一（市川）　普46期
　　　　　　　星野　永心（東京上野）専24期
　【近畿地連】　井ノ上　健一（八尾）普46期
　　　　　　　深川　園望（伊丹）普49期
　　　　　　　加藤　幸仁（峰山）普49期
４級昇格発令　【東京地連】　山道　外誠（芝）普51期

重点要求組合員名簿

宛
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